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令和５年度浜松市特別職報酬等審議会会議録 

１ 開 催 日 時  令和５年１０月２６日  午後２時００分～午後３時２５分 

２ 開 催 場 所  市役所 第３委員会室 

３ 出 席 状 況

出  席     縣郁太郎会長、内山丈夫委員、河合洋子委員、 

坂田妃佐恵委員、中村雄一委員、平井正大委員、 

平間江利子委員、米山英二委員、渡部いづみ委員 

事 務 局   総務部長、総務部次長（人事課長）、 

総務部副参事（人事課長補佐）、 

人事課制度管理グループ長、 

人事課給与グループ長、人事課職員３人 

関 係 者   議会事務局職員４人 

４ 傍 聴 者  １人（記者：１人） 

５ 議 事 内 容 （１）開会 

（２）副市長あいさつ 

（３）諮問 

（４）議事 

（５）閉会 

６ 会議録作成者  人事課制度管理グループ  江原 

７ 記 録 の 方 法  発言者の要点記録 

録音の有無  有・無 

８ 会 議 記 録 

審議事項について 

（縣会長） まず初めに、今回市長からの諮問に至った経緯等について、事務局か

ら説明をしてください。 

（総務部長） 諮問書にありますとおり、今回ご審議をお願いするのは、「１ 市議会

議員、市長及び副市長の期末手当の支給月数について」、「２ 市議会議
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員、市長及び副市長の報酬等の額及び基準について」及び「３ 市議会

議員、市長及び副市長の報酬等の改定の頻度について」の３点でござい

ます。 

では、今回市長からの諮問に至りました背景等につきまして、説明さ

せていただきます。 

市長等特別職の給料月額等は、一般職の職員の給与改定の状況を踏ま

えた改定につきまして、政令指定都市移行後は、その改定幅がいずれの

年も小さかったことから、引き上げ、引き下げいずれの場合も据え置き

としてきたところです。 

一方で、期末手当の支給月数については、月数そのものが勧告される

ことから、原則として一般の職員の改定を踏まえ、改定を行ってきてお

ります。これまで、プラス改定の場合は基本的に２年間の状況を見て改

定、マイナス改定の場合はその年度に改定を行ってきており、令和元年

に当審議会からいただきました答申により、「一般職の職員に対する改定

を踏まえる際は、月例の報酬等については、原則として４年、期末手当

については２年の推移を踏まえることが適当である。」という考え方を基

本としております。 

しかし、昨年度は、今般の経済状況において、物価上昇等の要素を踏

まえると、期末手当の改定が妥当だと考えられる状況であるのではない

かという考えから諮問することといたしました。なお、令和４年度の他

政令市の状況を確認いたしますと、期末手当については、２０政令市で

浜松市を除く１９市のうち、１５市が引き上げ改定をしている状況でご

ざいます。給料月額等について引上げ改定をした政令市はございません。

今年度の状況につきましては、勧告の基礎となる民間給与の実態調査

が実施され、国家公務員について、期末手当及び勤勉手当の支給月数を

それぞれ０．０５月分、合計で０．１月分を引き上げること、給料月額

については、初任給を始め若年層に重点を置いた給料月額の引き上げが

適当であるとする人事院勧告がなされました。公民較差額３，８６９円

は平成６年の３，９７５円以来２９年ぶり、率として０．９６％は平成

９年の１．０２％以来２６年ぶりの水準とのことです。 

続いて、本市の一般の職員の状況ですが、浜松市人事委員会から、期

末手当及び勤勉手当をそれぞれ０．０５月分、合計で０．１月分を引き

上げること、給料月額については、初任給を始め若年層に重点を置いた

給料月額の引上げが適当であるとの勧告がなされたところでございま

す。公民較差額は２，９４９円、率としては０．８０％となり、人事委

員会設置後、最も高い水準となっております。人事委員会勧告の取扱い
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については、市長の考えとしましては、これまでと同様にその内容を尊

重すべきものとしており、これを受け、市としては、人事委員会勧告の

内容どおりに改定することを予定しております。 

このような状況の中で、今回の諮問は、国の人事院勧告、本市の人事

委員会勧告において、２年連続で期末手当が引き上げとの勧告がなされ

たことを踏まえ、市長等特別職の期末手当の支給月数についてどのよう

にすべきか、また、給料月額についても引き上げとの勧告がなされたこ

とを踏まえ、月例の報酬についてどのようにすべきか、あわせて改定の

基準及び令和元年に答申いただいた改定の頻度についても、改めてご審

議いただき、答申をいただきたいというものです。 

今回の諮問に至りました背景等につきましては、以上でございます。 

（縣会長） ただいま、事務局から本日の諮問に至った経緯等について説明があり

ました。このことについて、ご質問がありましたらお願いします。 

 【質問なし】 

（縣会長） これから審議するにあたって、諮問の趣旨やこの後のスケジュールなど

をあらかじめご説明いただいておくと、議論がスムーズになるのではな

いかと思います。この点についても、事務局から説明をお願いします。 

（総務部長） 今回の諮問について、市長としましては、「期末手当について、これま

での取扱いを踏まえ、据え置きとするか、一般職の職員と同様の０．１

月分の増額を行うか。給料月額並びに議員報酬月額についても改定を行

うべきか。また、報酬の改定の頻度について、引き続き、原則として月

例の報酬・給料については４年、期末手当については２年の改定の状況

を踏まえ諮問を行うこと。一般の職員の改定を踏まえた改定については、

以上のように取り扱うことがよろしいかどうかについて、審議会でご審

議いただき、答申をいただきたい。」ということです。 

本日の審議会での審議結果につきましては答申書としてとりまとめて

いただき、会長から市長へ答申していただく、ということになります。 

また、市としましては、市長からの諮問に応える形で審議会から答申

をいただくものですので、重く受け止めさせていただきます。最終的に

条例案に反映させるかどうかは市長の判断ということになりますが、市

長が条例案として市議会に提出した後は、議会において最終的な判断を

いただくことになるものと考えております。 

よろしくご審議をお願いいたします。以上でございます。 

（縣会長） ただいま、事務局から説明がありましたが、本日の会議においては、

まず、事務局からの説明を受け、その後、皆さんで審議していただき、

当審議会としての意見を答申書という形でとりまとめて、市長あてに提
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出したいと思います。 

それでは、まず、事務局から資料の説明をお願いします。 

（総務部次長） 資料の説明の前に、この後のスケジュールとしましては、審議会終了

後、会長から市長への報告をしていただくことを予定しております。 

なお、本日は市長が公務のため不在ですので、長田副市長が市長の代

理として対応させていただきます。会場は５階の秘書課となります。 

それでは資料について、ご説明させていただきます。 

（総務部次長） 【資料説明】 

（縣会長） ただいま事務局から資料の説明がありました。このことについてご質

問があるようでしたらお願いします。 

 【質問なし】 

（渡部委員） 先ほど説明していただいた 5ページのグラフについてですが、一般職と

ご説明があるものが、このグラフに記載の行政職ということでよろしい

でしょうか。 

（総務部次長） 行政職を一般職とご覧いただければと思います。 

（渡部委員） 承知しました。 

（縣会長） その他、ご質問はありますでしょうか。 

それでは時間の関係もございますので、市長からの３つの点について

の諮問について、議論を進めていきたいと思います。 

市長からの諮問の趣旨としては、３点あります。 

１点目は、｢期末手当の引き上げ改定の必要性について｣ 

２点目は、｢報酬等の改定の必要性と基準について」 

３点目は、｢報酬等の改定の頻度について、人事委員会勧告の改定状況

を踏まえ、原則として、月例給については少なくとも４年、期末手当に

ついては引き続き２年の複数年の経過を見て諮問することについて」 

今回の諮問事項は、期末手当・報酬等の改定の必要性だけでなく、改

定の頻度についても議論する必要があります。まず、３点目の改定の頻

度について検討し、その後、今年度の改定の必要性について議論してい

くという進め方が合理的かと考えますが、いかがでしょうか？ 

 【異議なし】 

（縣会長） それでは、まず改定の頻度についてお諮りします。この点について、

ご意見のある方はいらっしゃいますか。 

令和元年度に報酬については４年、期末手当については引き続き２年

の経過を見て決めるとしたのは先ほど事務局からの説明がありましたよ

うに、リーマンショックなどがあり景気の低迷の時期が長かった事情か

らある程度期間を見た上で改定した方が良いという議論からこのような
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結論になりました。リーマンショックから大分時間も経っており、社会

情勢も変わってきたかと思いますので、そういった点を踏まえて皆さん

からご意見をお出しいただければと思います。いかがでしょうか。 

（平井委員） 月例給の頻度については、４年というのは、任期が４年であるからと

いうことでよいですよね。そのため頻度は、基本的にそのまま４年で良

いと思います。４年間の一般職のうちで最高の部長職の給料額を考慮す

るのが良いと思います。 

一方で期末手当は、会長からもありましたようにリーマンショックか

ら時間が経っていることや、昨今非常に物価上昇が顕著で、生鮮食料品

においては上昇率が２．８とか、過去とは状況が違ってきています。そ

のため、一般職の期末手当の改定状況を考慮してその都度改定するほう

が良いと思います。 

現在、国も給料を上げる方向に舵を切っている。そのような中で２年

では何か違和感ありますので、期末手当は、都度改定するのが良いと思

います。 

（縣会長） 期末手当は、一般職の結果踏まえて毎年検討したらよいという意見で

すね。他にご意見はありますでしょうか。 

（米山委員） 現在、民間企業でお勤めの方は、賃金が上がっても物価が上がって、

実質の賃金下がっている状況ですよね。 

そういうことを踏まえた中で、果たして２年なり４年なりの頻度を考

えることがいいかどうか分かりかねます。 

そもそも公民較差というところの民は、どの辺りの企業を対象にして

いるのでしょうか。民間企業は、期末手当は営業成績によるものとなり

ます。今後、浜松が少子高齢化により、人口減少、何年か先には 70 万人

を切ることが考えられ、税収が減るものと思いますが、公民較差だけで

決めてしまいますと、税収が減った時に給料等を減額することができな

いと考えられます。そうなると相当慎重に考えなければならないかなと

思います。公民較差の民は、どのような規模の企業でしょうか。 

（総務部次長） 人事委員会勧告で、人事委員会が調査を行っている対象といたしまし

ては、従業員５０人以上の企業でございます。国が指標としているのも

同じく５０人以上です。公務員の役職、例えば係長、課長、部長のよう

な一定の役職、ポストがあるのが、おそらく５０人以上の企業ではない

かということで、そこを対象に調査をしている状況でございます。 

（米山委員） それから特別職は、第三者委員会で市政運営評価を作っていただけれ

ば、対応できると思います。 

参考資料を見させていただくと、上げなければならないのではないか
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という気持ちになってしまう。しかし、市の財政について３０年、５０

年先を見た中で、増減を決めていかないといけないと思います。 

（総務部次長） 事務局から、今のご意見について回答させていただきますと、区の再

編が、令和６年１月１日に実施されます。区の再編の中で議員の定数に

ついても今後議論されていくこととなります。定数の増員、削減につい

ての議論はこれからされるというところでございますので、まずは現状

の議員数で、議員報酬と期末手当について、ご審議いただければと思い

ます。 

ご指摘いただきました一時金について、確かに民間では業務実績とい

うことで、それをボーナスとして反映して支給するということでござい

ますが、市において何が実績であるかというところの指標づくりが難し

いという点があるのは事実でございますので、今いただいたご意見を今

後参考にして、新しい取り組みができればと思います。 

（縣会長） 米山委員は、報酬等の見直しの頻度はどのように考えますでしょうか。

（米山委員） ２年くらいで見直すべきと思います。 

（縣会長） これは、報酬も期末手当もともに２年程度ということでしょうか。 

（米山委員） その通りです。 

（縣会長） そのほかのご意見いかがでしょうか。内山委員どうぞ。 

（内山委員） 一般企業と行政の違いは、一般の企業は、よほど大きな企業でない限

り役職手当というものが入ってなく、役職手当も含めて期末手当の月数

を決めているところは少ないと思います。 

行政の期末手当の月数は役職手当を含んだ月数と思いますので、金額

だけで見てしまいますと、低いのかなと見えるのですけど、実はそうで

もないのではと思います。そういったことを含めて審議していく必要が

あると思います。 

見直しの頻度としては、米山委員がおっしゃったとおり、２年くらい

が適当であると思います。４年というのは少し長いかなと感じます。結

果的に変わらなくても、２年ごとに審議して本当に良いのかということ

をみんなで考えていくことが必要だと思います。 

（縣会長） 平間委員お願いします。 

（平間委員） 月例給の方は、米山委員や内山委員が言ったように、４年間変わらず

にそのままというよりは、２年ごとぐらいで、改定の有無を審議するほ

うが良いと思います。また、期末手当については、令和元年の時に２年

と言ったのですけど、その後、令和２年と３年がマイナス改定であった

ため、毎年改定しているような状況なので、これは、２年を待たずに毎

年審議して決めていくということが良いと思います。 
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（縣会長） ありがとうございます。河合委員いかがでしょうか。 

（河合委員） 月例給については皆さんがおっしゃっているように、２年間は妥当で

あると思います。期末手当については平間委員がおっしゃったとおり短

いスパンの中で決めていくのが良いと思いますので毎年、審議していく

ほうが良いと思います。 

（縣会長） 渡部委員いかがでしょうか。 

（渡部委員） 改定の理由が、地域の社会経済情勢などとなっているので、どういっ

たところが適当かなと悩みながら聞いていたのですけれども、皆様のお

話を伺っていて、これだけ社会情勢が目まぐるしく変わっていく中では、

期末手当については、やはり毎年増えるのか減るのかそのままなのかは

ありますが、改定の諮問をするのが良いと思いました。 

（縣会長） リモートで参加されている委員についても、ご意見いかがでしょうか。

（坂田委員） 期末手当に関しましては性質を考えますとある程度弾力的な運用がで

きた方が望ましいかなと思います。皆様のご意見が出ておりましたが、

毎年諮問に上げることが、望ましいのではないかなと考えます。月例給

の方に関しましては、何年が適当かっていうのはちょっと難しいのです

けど、漠然と４年は少し長いのかなと考えておりまして、２年ですとか

毎年という考え方もあるのかなと思いました。 

（縣会長） 続いて、中村委員いかがでしょうか。 

（中村委員） 月例給は４年となると非常に長いスパンだと思います。世の中の状況

も変わることが多いと思いますので短くできるのであれば、先ほどから

お話がありますけど、２年とか、それとも毎年なのか分からないですが、

少し短くした方がいいかなと思います。 

期末手当についてですが、私の会社ではですね、期末手当というもの

がないものですから、どういうことなのかちょっとよく分かっていない

のですけれど、その年の評価によって検討するのであれば毎年、その年

の評価をしてあげたほうがいいと思います。 

（縣会長） 皆さんからそれぞれご意見をいただきありがとうございました。ご意

見を集約しますと細かく言うといろいろありますけれども、大きな議論

としては期末手当につきましては、毎年決めていきましょうという意見

でした。報酬につきましては、多くの方は２年または４年というご意見

かなと思います。これは最後でまた取りまとめするとして、１点目と２

点目についての審議を進めていくということでよろしいでしょうか。 

 【異議なし】 

（縣会長） ありがとうございます。それでは続いて１点目の、期末手当の改定の

必要性及び、２点目の報酬等の改定の必要性及び基準についてお諮りし
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たいと思います。 

先ほどの議論を踏まえますと、期末手当の改定につきましては、一般

の職員に合わせて、今年度も０．１ヶ月の引き上げ、報酬等につきまし

ては、基本的には据え置きという方向のご意見ということで、よろしい

のかなと思います。 

また、事務局から提案のあった報酬等の改定の基準を、行政職給料表

の、９級の最高の給与月額の推移とするということについて、異なる考

えをお持ちの方がもしいらっしゃいましたら、ご意見をいただければと

思います。その点はいかがでしょうか。 

（渡部委員） 意見というかちょっと質問をさせていただきたいのですが、先ほどの

説明の中で、令和５年度の浜松市の人事委員会勧告の概要というところ

で、公民較差のご説明があったかと思うのですけれども、米山委員の質

問のように、どの企業を対象にするかということで５０人以上の規模、

企業規模かつ事業所規模５０人以上の、民間企業が３８３あるそうです

けれども、その中の無作為抽出された１１５事業所を対象にされたとい

うふうに、いただいた資料で拝見ました。その中で、５０人でもその対

象の企業になるし、１０００人でも対象の企業となると思いますが、先

ほどの委員の発言でも、ご自身の会社ではボーナスみたいなものはない

というふうにおっしゃっていた方もいるように、やっぱり５０人の会社

と１０００人の会社では、全然違うかなと思います。 

その無作為抽出１１５事業所の中で、例えば５０人の会社なのか

１０００人の会社なのかみたいなことを、配慮しながら計算されている

のか。給料だけではなくて、例えば年金とか福利厚生とかその諸条件に

よってもかなり企業によって違うので、例えばポイント制などの形みた

いなことで加味されているのか、それとも本当にこの月例給、ボーナス

の額の数字のみで、この公民較差が図られているのかということを質問

させていただければなと思います。 

（縣会長） この人事委員会の勧告の統計がどういった根拠か確認したいというこ

とですね。その点について、事務局の方では、わかりますでしょうか。 

（人事課・制度

管理 G長） 

今、お話のあったような５０人以上の企業ということになっています

が、そこの企業の中での違いは、特段ありません。あくまでもその企業

の中の役職ごとで、給料月額等の調査をさせていただきまして、ラスパ

イレス比較という形で比較をさせていただいて、この公民較差等を算出

していると聞いているところです。５０人だからとか１０００人だから

ということではなくて、あくまでもその役職ごとで、給料月額のみで比

較をしていると聞いております。 
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（渡部委員） 市役所の方の給料が高いとか安いとかと言っているつもりはないので

すけれども、一般感覚でいくと企業ごとでもかなりの差があるので、無

作為抽出であるのでしょうけれども、そこのところで大分変わってくる

のかなというのと、先ほど申し上げたように、給料だけで比較されてい

るということだったのですが、それ以外のことなども、一般感覚とする

と結構違うかなと思ったので質問をさせていただきました。 

承知いたしました。以上です。 

（縣会長） 給料以外の内容を検討すると、なかなか難しい議論になってくると思

います。他にご意見はございますか。 

 【意見無し】 

（縣会長） それでは皆さんいろいろご意見をいただきありがとうございました。 

この後のスケジュールもありますので、そろそろ意見を取りまとめて

いきたいと思います。 

事務局の方で、本日のこの審議会の意見を整理していただけますでし

ょうか。 

（総務部次長） それでは、今いただいたご意見をまとめさせていただきます。 

令和元年度の答申では、月例給については、４年ごとに検討するとい

うことでございましたが、本日の会議におきましては４年では長すぎる

というご意見をいただいております。 

その中で２年が適当ではないかというご意見が多数を占めてございま

すので、今後は２年を一つの指標とさせていただきたいと思います。 

また、今年度の取り扱いにつきましては報酬月額、給料月額について

は据え置きということでよろしいかと思います。 

それから、期末手当でございますけれども、先ほど申し上げました令

和元年度の答申では２年ごとでいかがか、ということでございましたが、

本日のご意見の中で、２年というご意見もございましたが、毎年という

ご意見の方が若干多かったということでございます。こちらについては、

一般職の改定状況を踏まえて、その都度というような形でいかがでしょ

うか。 

その内容でよろしければその方向でまとめたいと思いますが、毎年と

か２年という具体な数字を出すことがよろしいでしょうか。 

例えば、人事委員会勧告がマイナスであればマイナス、据え置きであ

れば据え置き、プラスであればプラスで検討するということで、人事委

員会勧告の内容を見てその都度判断するということでございます。 

（渡部委員） 人事委員会の勧告はどの頻度ででるものでしょうか。 

（総務部長） 毎年勧告されます。一般職の人事委員会勧告の動きを見て毎年判断す
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るということでございます。 

（渡部委員）  承知しました。 

（総務部次長） 据え置きという勧告が出た際に、据え置きということで諮問させてい

ただくかどうかについてはいかがでしょうか。 

（縣会長） 基本的には毎年変えるということが皆さんの意見であったと思います

が、人事委員会の勧告が据え置きの場合に、諮問するかどうかというこ

とでございます。据え置きの場合はあえて諮問する必要はないように思

いますがいかがでしょうか。 

（米山委員） 人事委員会の勧告に従って諮問するということなら、据え置きの時は、

諮問する必要はないと思います。ただ市の財政がどうであるかというこ

とは大事であります。財政状況が悪化している場合でも据え置きますと

いうことでは困ります。 

（総務部次長） 米山委員からいただいたご意見は、審議会としてのご意見として、市

の財政状況を踏まえた上で諮問するというような文言を答申書に加えさ

せていただくということでよろしいでしょうか。 

（米山委員） はい。 

（総務部次長） それでは、結論といたしまして、もう一度確認をさせていただきます。

期末手当につきましては、これまでの取り扱いとは異なる考え方には

なりますけれども、人事委員会勧告の内容を踏まえて、その都度判断す

るということでございます。２点目の月額報酬、給料等については、２

年ごとに機会を設けて検討するということでございます。頻度でござい

ますが、給料、それから報酬月額については概ね２年ごと、期末手当に

ついては、その都度検討するということでよろしいでしょうか。 

（縣会長） 今回の期末手当の改定の内容については人事委員会の勧告と同じ改定

を行うという皆さんのご意見だったと思います。 

（総務部次長） 今回の改定につきましては、期末手当について、一般職の改定分に準

じて０．１月分の増額改定を行う事とさせていただくという内容でよろ

しいでしょうか。 

（縣会長） ただいま事務局の方から意見の取りまとめ整理がありましたけれど

も、審議会として、今のような内容で答申書を取りまとめていきたいと

考えておりますけれども、よろしいでしょうか。 

 【異議なし】 

（総務部次長） 一点よろしいでしょうか。 

（縣会長） どうぞ。 

（総務部次長） 給料月額について、事務局といたしましては一つの例として、９級の

最高号給という例示をさせていただきましたが、そこは９級がよろしい



11

のか、それとも一般職、いわゆる公民較差についてということで、その

辺の改定率、何を参考にするかのよりどころとしてのご意見を伺いたく

存じます。 

（縣会長） 報酬の改定を考える場合のよりどころとして、資料で提出いただいた

部長職の給料の最高と比較してするのか、それとも、一般職全体の給料

をもとに報酬を考えていくのか、その基準のところですね。それは今日

ここで結論を出さなくてはいけないものでしょうか。 

（総務部長） 今回、月例報酬については据え置きということですが、全体の公民較

差の額が若干出ている一方で、９級いわゆる部長級についてはほぼ変わ

っていないという状況です。そのため、９級の水準の動きを基本として

月例報酬は決めていくというような考え方でよろしいかの確認です。 

（縣会長） 今後、月例の報酬を考えていくときの基準としては、９級部長職、行

政職の中で一番高い給料をもとに、比較検討していくという提案ですけ

れども、そういった方向でよろしいでしょうか。 

 【異議なし】 

（縣会長） それでは、ただいまの審議内容を踏まえて、事務局で市長に報告する

ための答申書の作成をお願いします。 

（総務部次長） ここで、先ほど申し上げた議員定数の検討状況に関しまして、ご説明

をさせていただきます。 

（議会事務局

議事課長） 

【議員定数の検討状況について説明】 

（縣会長） それでは、議事の（２）の答申書について審議したいと思います。事

務局で審議内容を踏まえた答申書案を配り、説明してください。 

（総務部次長） 【答申書案の説明】 

（縣会長） この内容でよろしいでしょうか。委員の皆さん、ご意見のある方いら

っしゃいますでしょうか。 

 【異議なし】 

（縣会長） 皆さんからいろいろなご意見をいただきありがとうございました。本

日の審議会の審議の結果としましては、ただいまのような内容であった

ものとして、この後私から市長へ提出して参りますがよろしいでしょう

か。 

 【了承】 

（縣会長） それでは、この内容で市長あてに提出してまいります。以上で本日の

会議を終了いたします。会議の円滑な進行にご協力いただきありがとう

ございました。 


